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井市介護保険特別会計補正予算第３号の１件に

ついて、予算特別委員長の報告は、原案可決で

あります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第33号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第７、議案第34号 平成27年度長

井市浄化槽事業特別会計補正予算第２号の１件

について、予算特別委員長の報告は、原案可決

であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第34号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第８、議案第35号 平成27年度長

井市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の

１件について、予算特別委員長の報告は、原案

可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第35号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第９、議案第36号 平成27年度長

井市宅地開発事業特別会計補正予算第３号の１

件について、予算特別委員長の報告は、原案可

決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○渋谷佐輔議長 起立多数であります。 

 よって、議案第36号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第10、議案第37号 平成27年度長

井市水道事業会計補正予算第２号の１件につい

て、討論の通告がありませんので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第37号について、予算特別委員長の報告

は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○渋谷佐輔議長 起立全員であります。 

 よって、議案第37号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 

 

 日程第１１ 市政一般に関する質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、日程第11、市政一般に関

する質問を行います。 

 ここで申し上げますが、３月定例会は、市議

会の申し合わせにより、会派代表、政党代表、

個人の順に質問を行うこととされております。 

 なお、会派代表質問に限り、質問者と同一会

派に属する議員は、当該会派代表質問が終了し

た後に、残時間の範囲内で引き続き関連質問を

行うことができます。質問の時間は、答弁を含

めて60分以内となっておりますので、ご協力を

お願いします。 

 初めに、会派代表質問を行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 宇津木正紀議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位１番、議席番号１番、宇津

木正紀議員。 
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  （１番宇津木正紀議員登壇） 

○１番 宇津木正紀議員 おはようございます。

私、宇津木正紀は、創生会を代表して内谷市長

の平成28年度施政方針について質問いたします。

施政方針についての質問でありますので、全て

市長に答弁いただきますよう、また、答弁は簡

潔にお願いします。 

 長井市において、国の地方創生施策と一体的

に取り組むため、昨年９月に平成52年を目標と

する長井市人口ビジョンと、その実現のための

５年間の施策をまとめた長井市総合戦略を公表。

平成28年度の施政方針では、教育・子育てを軸

に、移住・定住、雇用・働く場、まちづくり・

地域づくりの好循環で子供や子育て世代にとっ

て魅力あるまちをつくっていくとの大方針を掲

げています。そして平成28年度を長井創生の本

格的なスタートの年として位置づけ、第五次長

井市総合計画を上位計画とし、長井の未来をつ

くる長井創生を図る長井市総合戦略を同総合計

画の実践施策として市の総力を挙げて取り組む

決意を表明しています。そこで、長井市総合戦

略の軸である教育・子育ての具体的な施策とし

て掲げております子育て包括支援センターにつ

いてお伺いします。 

 長井創生重点施策の総合戦略を進める重点施

策１、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を

かなえる取り組み（１）子育て環境の整備で、

国の「まち・ひと・しごと創生基本方針」では、

妊娠期から子育て期まで、総合的相談支援を提

供するワンストップ拠点、子育て世代包括支援

センターを平成32年度まで各市町村で整備を図

ることとしています。市では、28年度において

子育て包括支援センターの29年度以降の開設準

備と臨床心理士等を配置するとしています。臨

床心理士等はどこに配置するのか、将来開設す

る子育て包括支援センターの業務内容と職員配

置はどのように想定しているのか、お伺いしま

す。 

 また、子育て包括支援センターと併設する屋

内型の遊戯施設や多機能型図書館、屋内型の軽

運動施設の全体構想規模と財源は何に求めるの

か、補助メニューはあるのか、次の大項目で質

問します中心市街地活性化について、同基本計

画で示している公共複合施設整備事業で開設す

るのか、これらをどのように考えているのか、

お伺いします。 

 次の大項目、中心市街地活性化についてお伺

いします。 

 中心市街地活性化基本計画と地域再生計画と

の同時認定の特例措置が適用される見込みとし

ています。地域再生計画では、「公共交通の充

実や中心市街地の活性化、創業支援事業等の施

策を盛り込み」としていますが、具体的な事業

はどのようなものか、２つの計画の同時認定は

どのようなメリットがあるか、お伺いします。

また、「立地適正化計画策定に向けた準備を進

め、官民連携の公共施設整備や民間事業の国支

援などが受けられるような条件整備を目指す」

としています。立地適正化計画はどのような計

画なのか、官民連携の公共施設整備や民間事業

の国支援などは具体的にどのような事業となる

のか、中心市街地活性化基本計画と地域再生計

画との関連はどうなるか、お伺いいたします。 

 中心市街地活性化基本計画の中で核となって

いたヨークベニマルの撤退は、同計画には大き

な影響があると思います。新たに入居するスー

パーと交渉中とのことですが、市では、「建物

の一部に公共施設等を入居させるなどの検討を

していく」としています。どのような組織で検

討していくのか、お伺いします。また、中心市

街地活性化の大きな事業として、県事業の都市

計画道路粡町成田線街路事業、本町から栄町の

街路整備事業でありますが、市では、事業の推

進と早期完成に向けて要望していくとしていま

す。完成めどはいつになりそうなのか、本町中

央十字路までの事業終了めどはないのか、お伺
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いいたします。 

 ３つ目の大項目、シティプロモーション事業

について伺います。 

 平成27年度で外部人材の助言をいただき、長

井市の認知度やブランドイメージを高めるため

のコンセプトづくりを行い、「天然水100％の

子育てライフながい」のキャッチフレーズをつ

くったとしています。総務常任委員会協議会で

の資料では、ながいシティプロモーション推進

事業として、活動テーマを、ぜいたくな軟水で

の子育てや生活が輝く企画や産品・体験をふや

すとしています。そしてシティプロモーション

戦略会議、専門部会の運営では、３つの個別プ

ロジェクトとして、水の価値再構築、２つ目が

ベビーボックス、３つ目が水源地域ツーリズム

を示しております。今後どのような施策でこの

キャッチフレーズを使って長井市をＰＲし、市

の認知度やブランドイメージを高めていくのか、

お伺いします。また、水と子育てをどうつなげ

ていくのか、どのようにしてベビーボックスの

企画が生まれたのか、お伺いします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。会派代表

質問といたしまして、創生会の宇津木正紀議員

から大きく３点ほどご質問をいただきました。

順次お答え申し上げますが、もし答弁漏れなど

がございましたら、後ほどご指摘いただきたい

と思います。 

 まず最初に、子育て世代包括支援センターに

ついて３点ほどいただきました。 

 まず最初の、臨床心理士等はどこに配置する

のか、また、将来開設する子育て世代包括支援

センターの業務内容と職員配置はどのように想

定しているのかについてお答えを申し上げます。 

 近年、核家族化や地域のつながりの希薄化な

どによりまして、子育てに関する妊産婦や母親

の孤独感、負担感が強まっていると言われてお

ります。また、虐待件数が全国的にも増加傾向

にあることから、妊娠期から子育て期までの母

子の愛着形成が行われる重要な期間にきめ細か

なケアが必要とされております。そのような背

景を踏まえまして、総合的相談支援を提供する

ワンストップ拠点として、母子保健型と基本型

を一体的に実施していくという子育て世代包括

支援センターを設置いたしまして、積極的な支

援を行っていきたいと考えているところでござ

います。 

 この法的根拠といたしましては、子ども・子

育て支援法第59条第１号に基づきまして実施し

たいというふうに考えております。国のほうで

は、子ども・子育て支援交付金、これは国、県、

市がそれぞれ３分の１ずつ負担するという交付

金でございますが、おおむね平成32年度末まで

に全国展開を目指すということのようでござい

ます。子育て世代包括支援センターの母子保健

型には、保健師、助産師、看護師または社会福

祉士等を母子保健コーディネーターとして配置

いたしまして、これまで行ってきた妊娠届の受

理や母子健康手帳の配付、就学前までの乳幼児

健診等に加えまして、母子健康手帳交付の際に

面接を行いまして、情報管理、支援計画、これ

はケアプランということですね、これを作成す

ることからスタートしたいというものでござい

ます。ケアプランによりまして、その方に合っ

た支援を提供していくということになると思い

ます。また、基本型には、専門的な研修を受講

しました保健師、社会福祉士などが子育てに関

する相談やコーディネーター等の業務を行うと

されております。現在、長井市のほうではＮＰ

Ｏ法人まごころサービス長井に委託しておりま

す長井市子育て支援センターをより充実させま

して、子供と保護者が教育・保育施設や地域の

子育て支援事業等を円滑にご利用いただけるよ

うに、当事者目線の寄り添い型の支援を実施し
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ていくことが望まれると考えます。 

 この２つの型の支援センターを同一施設で同

一の事業者が受託をして実施することによりま

して、窓口の一本化が図られ、妊娠期から子育

て期にわたるまでの切れ目のない支援の実施が

可能になると思われます。設置につきましては、

屋内型の複合施設の建設とあわせまして計画的

に進めてまいりたいと考えております。また、

少子化や情報化が進む中で、育児に対する悩み

や不安を抱えている人が多くなってきておりま

す。 

 そこで、子育ての悩みや子供の発達等につき

まして、保護者に対して心理面から具体的なア

ドバイスを行うために、臨床心理士による相談

事業を平成26年度より実施しているところでご

ざいます。相談希望者は年々増加しておりまし

て、来る平成28年度は子育て支援相談として10

回、３歳児健診では11回と回数をふやしまして、

相談希望者に対しまして早期に支援できるよう

に配慮していく予定でございます。保護者が育

児に対する悩みや不安を抱えていると同時に、

保育所等の保育士も気になるお子さんへのより

よい支援方法について悩んでいる状況があると

いうこともございます。そこで、臨床心理士が

各保育所等を訪問しまして、保育士の支援技術

の向上のために巡回相談として具体的な支援方

法についてアドバイスを実施しております。こ

の事業は平成25年度から長井市では実施してお

りますが、28年度からは、子育てサポート事業

といたしまして、家族や学童クラブ支援員、こ

れは置賜内のＮＰＯのほうに委託をしておりま

すが、こういった支援員も派遣いただきまして、

臨床心理士の相談が受けられるように対象を拡

大してまいります。 

 続きまして、この項目の３点目、子育て包括

支援センターと併設する屋内型の遊戯施設や多

機能型図書館、屋内型の軽運動施設の全体構想

規模と財源は何に求めるのか、補助メニューは

あるのかというお尋ねでございます。 

 子育て世代の包括支援センターの規模や財源

についてということで、これは併設するという

遊戯施設、多機能型図書館のことだと思います

が、これは、市民の皆様から非常に要望が強い

子供の屋内型遊戯施設や子供から高齢者まで天

候に左右されず使える屋内の運動施設、また、

多機能型図書館など、中心市街地活性化基本計

画で示しております公共複合施設と一体で整備

するのかについて、庁内の公共施設等整備検討

委員会で現在検討している途中でございまして、

具体的な規模などについて現時点で申し上げる

段階ではないという状況でございます。内部の

検討を得た後に、市議会の皆様にも概要を説明

させていただきますとともに、子育て施設なら

子育て世代など、施設を実際にご利用いただく

市民の皆様や関係団体、また、建築関係の有識

者の皆様からご意見をいただき、具体的な構想

等をつくっていかなければいけないというふう

に考えております。財源につきましては、立地

適正化計画を策定いたしまして、都市再構築戦

略事業補助金というのがございまして、この活

用を検討しているところでございます。また、

官民連携で行うＰＦＩなどによる整備なども調

査研究しながら、有利な財源を図ってまいりた

いと思っております。 

 これを詳しくさらに申し上げますと、子育て

包括支援センター等の財源補助メニュー等につ

いては、基本的には、所管する省庁の補助事業

及び国土交通省の社会資本整備総合交付金の都

市再生整備計画事業についても活用を検討して

いるところでございます。現在の都市再生整備

計画事業において交付対象となる子育て施設に

関係する事業は、基幹事業である、これはメニ

ューに高次都市施設というメニューがありまし

て、この中に子育て世代活動支援センターがご

ざいます。今後検討していく複合施設のうち、

該当する施設部分を子育て世代活動支援センタ
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ーとして整備し、この施設以外の部分について

も、これも事業メニューの一つなんですが、地

域創造支援事業というのがありまして、これは

都市再生整備事業の提案事業としてでございま

すけども、これで整備できるよう検討してまい

りたいと思います。なお、高度な複合施設整備

のために、住民のニーズや整備の内容、補助制

度がうまく整合するよう十分調整を図りながら

進めてまいりたいと思います。 

 これは２点目の質問にもかかわってくるんで

すが、平成23年度に本町のいわゆる街路事業、

県道の粡町成田線の街路事業が採択、県事業と

して採択になりました。これで求められますの

は、まちなかの商店街の再生はもちろんあるわ

けですけども、それだけではなくて、中心市街

地のにぎわいづくりということから、その時点

でこれを一体的に進めるべく、先ほどから申し

上げております複合型の公共施設の整備構想を

内部でまとめまして、そのためには、さまざま

な補助事業メニューを採択する必要があるとい

うことから、５年前ほどから準備を進めて、官

民、市役所だけじゃなくて民間の事業も補助を

受けられるような、そういう事業メニューは、

いろいろ調べれば調べるほどこれは重要だとい

うふうに考えまして、その補助を受けられるよ

うに、まず中心市街地活性化基本計画を立てろ

ということと、２点目には、これは後ほどわか

ったわけですが、地域再生計画を同時に立てる

とさらにメリットがあるということで、これを

もう４年かけて計画を策定して、この１月に内

閣総理大臣のほうに申請したわけですが、これ

が受けられまして、さらに立地適正化計画とい

うものも認めていただければ、補助率50％の事

業が受けられるということで先ほどのメニュー

になるわけですけども、簡単に手を挙げてすぐ

上げられるものではないと。いろんな計画を緻

密に商工会議所とかいろんな団体と連携をして

今まで準備を進めてきたという内容でございま

す。 

 続きまして、大きな２点目の中心市街地活性

化についてのご質問にお答えします。 

 議員からは、中心市街地活性化基本計画と地

域再生計画の具体的事業はどのようなものかと

いうことと、２計画の同時認定はどのようなメ

リットがあるのかということについてご質問を

いただきました。 

 まず、２つの計画の具体的な事業でございま

すが、このたびは同時認定の特例を受けること

から、形式上、地域再生計画は中心市街地活性

化計画を内包する形となります。実は、ことし

全国で中心市街地活性化計画と地域再生計画の

同時の認定を申請したのは長井市だけというこ

とで、これはいろんな意味でメリットがあるん

じゃないかというふうに思っているわけですが、

ちなみに、置賜３市５町では中心市街地活性化

計画をつくっているのは私ども長井だけという

ことになります。本市の地域再生計画は、人口

の社会減の改善に取り組むための市全域に係る

計画となっておりまして、中心市街地の活性化

や、市周辺部のいわゆる５地区ございますけど

も、この小さな拠点整備、その間をつなぐ公共

交通の整備等を含めまして、全体ではコンパク

トで暮らしやすいまちづくりを目指す内容でご

ざいまして、地域の資源や特性を生かしながら

人口の転出の抑制と転入の増加のため、大きく

分けて２つの事業を盛り込んでいます。 

 １つ目が、地域再生計画法による国の支援措

置を受ける公共交通ネットワーク維持事業でご

ざいまして、山形県や沿線市町との連携により

地域公共交通網形成計画を策定いたしまして、

鉄道車両の改修や信号設備、枕木等の計画的な

整備を実施する取り組みで、これらの整備に対

する国庫補助事業の採択に一定の配慮がなされ

るものでございます。 

 ２つ目が、地域再生計画法による国の支援措

置を受けない16事業で、市営バス運行事業やシ
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ティプロモーション事業、観光地域づくりプラ

ットホーム構築事業、公共複合施設整備事業、

タス再生整備事業、移住定住促進事業などを記

載しているところでございます。中心市街地活

性化基本計画では、目指す中心市街地像を「人、

モノ、情報をトメル」、豊かになるということ

と人がここにとどまるということで、具体的事

業としてまちなかのにぎわい創出として、本町

複合施設の整備事業、公共複合施設整備事業、

起業・創業支援事業など、交流人口の拡大とし

て観光交流センター整備事業、観光地域づくり

プラットホーム事業、フラワー長井線再生事業

などで合計51事業を挙げております。 

 ２つの計画の同時認定のメリットについてと

いうことでございますが、平成26年12月の地域

再生法の改正によりまして、地域再生に取り組

む地方公共団体の支援の一つとして、地域再生

計画と中心市街地活性化基本計画等の地域活性

化関連の計画の認定手続、提出手続のワンスト

ップ化が図られました。長井市では、地域再生

計画及び中心市街地活性化基本計画の提出手続

のワンストップ化を活用し、一つの申請として

平成28年１月22日、内閣府に認定申請を行った

ところです。地域再生計画と中心市街地活性化

基本計画を一体的な計画として国の認定を受け

ることは、長井市が地方創生に積極的に取り組

む姿勢を示すことにつながりまして、国との施

策連携を効果的に行うことができるというメリ

ットがあると考えられます。 

 続きまして、この項の最後でございますが、

立地適正化計画とはどのような計画なのかとい

うことで、かなり専門的なことになって恐縮な

んですが、ちょっと詳しくお話をしたいと思い

ます。 

 立地適正化計画は、平成26年６月24日に閣議

決定された経済財政運営と改革の基本方針、い

わゆる骨太の方針の中で示された「コンパクト

シティ・プラス・ネットワークの形成」を推進

するために、都市再生特別措置法に基づく制度、

計画となっております。現行の都市再生整備計

画に新しく民間補助や事業要件が追加されまし

て、制度が拡充されたイメージということにな

ると思います。人口が急激に減少し、高齢化も

進む都市において、市街地が拡散して低密度な

市街地が形成され、将来における都市の持続可

能性が懸念されております。そうしたことを背

景に、この法改正によって各市町村が都市全体

の観点から居住機能や福祉、医療、商業等の都

市機能の立地と公共交通の充実に関する包括的

なマスタープランを作成して、民間の都市機能

への投資や居住を効果的に誘導するための土俵

づくり、多極ネットワーク型コンパクトシティ

の形成に取り組むことができるようになったと

いうものです。このような制度の特徴から、施

政方針におきまして、「官民連携の公共施設設

備や民間事業の国支援などが受けられるような

条件整備」と申し上げたところでございます。 

 具体的にどのような事業なのかということな

んですが、制度についてご説明申し上げますと、

都市全体の課題を解決するために取り組む施策

として、生活サービス施設を誘導するエリアと

整備内容を設定し、都市機能、これは福祉、医

療、商業等の立地促進や歩いて暮らせるまちづ

くりを進めるとともに、区域外の都市機能の立

地について緩やかにコントロールを行うと。同

じように居住誘導区域については、居住環境の

向上を図りつつ、区域外の居住については緩や

かにコントロールしながらまちづくりを可能と

する公共交通網を設定し、公共交通の維持、充

実を図っていく事業となります。立地適正化計

画に基づき都市の再構築を進める都市再構築戦

略事業の国費充当率は、原則50％になるという

ことでございます。かなり専門的です。これ相

当積み上げ、積み上げ、積み上げで50％になる

ということなので、多分これをやられるのは、

本当私どもでも難しいわけですが、相当努力し
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てこれをやっていこうと。そういう裏づけがあ

って複合型の公共施設をつくるという考え方で

ございます。 

 あと、中心市街地活性化基本計画の再構築、

地域再生計画との関連はどうかということでご

ざいますが、立地適正化計画の策定に当たって

は、地域公共交通、住宅、商業、医療、福祉、

農業、教育のほか、中心市街地活性化、地方創

生、公共施設再編など、多種多様な分野との連

携が重要とされ、公共交通、医療、福祉、農業、

商工業、防災等の部署横断的な検討が必要とさ

れております。そうした取り組みを通じて、先

行する中心市街地活性化基本計画と地域再生計

画との整合を図っていくことになります。法制

度上、立地適正化計画は都市計画区域内の計画

とされておりますので、２つの計画のうち都市

計画区域内の事業については立地適正化計画に

入っていくことになります。 

 さらに、旧ヨークベニマルの一部に公共施設

の入居の検討についてはどうなるのかというご

質問でございます。本町のタウンセンターに入

居しておりましたヨークベニマルは、残念なが

ら２月の21日をもって閉店ということになって

しまいました。タウンセンター、これはヨーク

ベニマルの所有ではなくて、あくまでも市内の

金融機関が親会社となっている会社、タウンセ

ンターですね、この公共施設への入店と、入居

ということになるわけですけども、私どもとし

ましては、１階に食料品関係のスーパーが入っ

ていただくということを前提として、それ以外

の施設、例えば２階等は衣料品のほうは非常に

難しいということから、そういったあいたスペ

ースに市の施設が入ることも検討したいという

ふうに考えております。その際は、庁内の、こ

れは最高意思決定機関である庁議というのがご

ざいます。それと公共施設等整備検討委員会、

こちらで最終的には検討して議会のほうに提案

させていただきたいというふうに思っていると

ころです。 

 現在のこのヨークベニマルの退店の後どうな

るのかということで、非常に市民の皆様の関心

が高いところでございますが、現在は、私ども

のほうから呼びかけまして、長井商工会議所さ

んと一緒になって、タウンセンター、ビルをタ

ウンセンターというところが所有しています。

そして敷地は信和商事という会社が所有してお

ります。その２つの会社を所有している親会社

が市内の金融機関ということで、その金融機関

と同時に、ヨークベニマルが入っていたときに

テナントとして入っておったテナント会という

のがございます。こちらと一体となって６者で

２回ほどテーブルを設けまして打ち合わせを行

っているところでございます。この中で基本的

な方向性を見出して、そういう生鮮食料品など

のスーパーへの働きかけを現在積極的に行うべ

く準備をしているところです。個人的見解では

ございますが、やはり先ほど申し上げました、

そもそも新しくつくる公共施設は、着工してそ

れに入居できるまで大体四、五年はかかるとい

うことから、その間に一時そこに入らせてもら

ったりとか、したがって、子育て支援センター

が入ったり、あと、図書館の一部としてキッズ

図書館が入ったり、あと、老人福祉センターの

一部として活用いただいたりとか、そういった

ことが考えられるんではないかなというふうに

思います。 

 それからもう１点、本町の街路事業の完成め

どはいつになりそうなのかということでござい

ますが、県のほうでは平成29年度までに終了し

たいということでございますが、議員もご承知

のとおり、国のそういう社会資本整備、公共事

業に対する予算はどんどんどんどん縮小してお

りまして、むしろ新しいものをつくるよりも長

寿命化の方向になっておりますので、したがい

まして、予算は厳しい状況のようでございます。

ただし、この間の吉村知事との市町村ミーティ
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ングの際も視察をしていただいたんですが、県

内の街路事業をしているところが三、四カ所ご

ざいますけども、その中で長井を優先順位の第

１位にするということで大体お認めいただいて

おりまして、その中で、とにかく長井を早く終

わらすというような考え方で県のほうも努力し

ていただいているようでございます。 

 最後に、３点目のご質問でございますが、シ

ティプロモーション推進事業についてお答え申

し上げます。 

 今回策定したキャッチフレーズをどのように

してＰＲし、市の認知度やブランドイメージを

高めていくのかということでございます。あと、

水と子育てをどうつなげていくかと、どのよう

にしてベビーボックスの企画が生まれたのかと

いうことについて一括してお答え申し上げます。 

 キャッチフレーズのＰＲとブランドイメージ

戦略についてでございますが、ながいシティプ

ロモーション推進事業で今年度はコンセプトメ

ークを含めたブランド戦略づくりを行ってまい

りました。多くの市民の皆様に参加いただいた

専門部会で、長井市は最上川舟運で栄えた山の

港町であり、豊かな水環境が育んだ生活と歴史

文化に満ちたまちとして発展してきたことから

「天然水100％の子育てライフながい」のコン

セプトとシンボルマークが生み出されました。

今回コンセプトが定まりましたが、これを決め

ることがシティプロモーションの最終目的では

なくて、いかにして市内外へ広めていくかが大

切であり、それが長井市の認知度、知名度、ブ

ランドイメージの向上へとつながるものと考え

ています。今後は、市民の皆様や民間団体等の

協力を得ながら市全体で取り組むことが重要と

捉えておりますので、このキャッチフレーズと

シンボルマークを市内のさまざまな商品やサー

ビス、チラシ、ポスターなどへ使っていくこと

で、長井市全体のブランド力を高めてまいりた

いと考えています。 

 水と子育てをどうつなげていくのかというこ

とでございますが、長井の水の特徴は、何とい

っても超軟水であるというところでございます。

腎臓などに負担をかけやすい赤ちゃんの体に優

しい軟水は、ミルクを溶かす水や飲み水として

もとても安心で、石けんの泡立ちも、あるいは

泡切れもよく、水あかなどもつきにくいと言わ

れております。体に優しい軟水であることをア

ピールしている大手メーカーの製品、ミネラル

ウオーターですね、硬度は大体30ぐらいでござ

いますが、長井の水は18ぐらいということで、

20以下でございます。これが水道から出ること

自体がとてもぜいたくなことであり、日々の生

活にも天然水があふれていることを強みとして、

水がすばらしいから子育てしたくなるまちを目

指していくというストーリー性がございます。 

 どのようにしてベビーボックスの企画が生ま

れたのかということでございますが、シティコ

ンセプトを具体化していくため、専門部会では、

「ぜいたくな軟水での子育てや、生活が輝く企

画や産品、体験などをふやす」というテーマで

検討を行いました。その中の一つとして提案さ

れたのがベビーボックスでございます。フィン

ランドで実際に行われている育児で必要となる

グッズを詰め合わせたマタニティーパッケージ

の箱を新生児が生まれる家庭に配付することか

らヒントを得、長井市地域おこし協力隊の佐藤

亜紀さんが発案いたしました。このプロジェク

トは、彼女自身の子育てへの思いから生まれた

ものと思います。佐藤さんは、自然に囲まれて

伸び伸び子育てがしたい。子供たちが安心して

帰ってこられる故郷をつくってあげたいという

思いから、昨年４月に神奈川県川崎市から長井

市へ家族で移住されました。今後、ベビーボッ

クスプロジェクトは、佐藤さんのアイデアを生

かしながら、物だけではなくて子育ての情報も

詰め込んだ長井市独自のものとして、子育て世

代の皆様や子育て団体、民間企業等の協力を得
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ながら検討を重ねてまいりたいと思います。以

上でございます。 

○渋谷佐輔議長 １番、宇津木正紀議員。 

○１番 宇津木正紀議員 丁寧な説明ありがとう

ございました。 

 子育て支援センターについてですが、母子型

と基本型があって、国と県が３分の１ずつとい

うことで、市が３分の１しか出すことがない優

良な補助事業であるということで、大変いい事

業ですので、ぜひ進めていただきたいというこ

とと、あと、ちょっと答弁漏れがあって、臨床

心理士の相談がふえているということは理解で

きたんですが、どこに配置になっているかとい

うことで、大変重要な役割を果たしているのか

なと思いますので、この資格を持った方が大変

これからもぜひ母親の孤独感を低減するために

も非常に重要な意味合いを持つのではないかと

いうことで、その配置先のほうを。 

（「現在ですか」と呼ぶ者あり） 

○１番 宇津木正紀議員 現在のです。あと、28

年度は別であるのか、多分そんなにたくさんい

らっしゃらないと思うんですが、その辺。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 健康課が主管課になりますが、

健康課のほうに委託を受けた臨床心理士が各保

育園とか児童センター、幼稚園などを訪問して

指導するということになります。28年度も基本

的には同じような形になるかと思いますが、相

談回数とか３歳児健診のときの回数をふやして、

相談希望者に対して対応していきたいというこ

とで、基本的には同じ形になるかと思います。 

○渋谷佐輔議長 １番、宇津木正紀議員。 

○１番 宇津木正紀議員 はい、わかりました。

健康課のほうに配置、健康課のほうから委託を

して、そして相談に乗っていくということで、

ぜひ子育て支援課のほうもこのような情報を共

有しながら、お母さん方の手助けになるような

形で進めていただきたいと思います。 

 子育て包括支援センターの設置と複合施設整

備を同時に行うのが最も理想的なタイミングだ

と思います。しかし、29年度以降の子育て包括

支援センターの開設が、まず機能だけ先行して、

そして複合施設整備が後になるということも考

えられると思います。その間、子育て包括支援

センターはどこに設置するという考えはあるの

かどうか、市長に伺います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 宇津木議員おっしゃるように、

本来であれば複合型の公共施設の中に、例えば

望ましいのは、健康課とか子育て推進課などが

入って、そこにこういった包括の支援センター

が設置されることが望ましいというふうに思う

んですが、残念ながらそれの完成はまだ四、五

年後ということになりますので、それまでは場

所がなかなか狭くてなくて、ですから場合によ

っては、タウンセンターのあいてるスペースに

子育て支援センターのまざ～れが移っていただ

くのがいいかなと思っておりますので、そこに

今、保健センターの中に健康課があって、子育

て推進課は本庁舎にあるんで、なかなか連携す

るのがワンストップになりにくいんですけども、

その辺の工夫を重ねていきたいなというふうに

思っております。 

 ただ、その機能だけはやっぱりできるだけ早

く、例えば子育て推進課が窓口だとしますと、

そこで健康課に行かなくても、あと支援センタ

ーに行かなくても、とりあえずそこで全てワン

ストップでできるような仕組みをつくっていか

なきゃいけないなと、これはなかなか難しいん

ですが、そのように思っておりまして、それら

について今後どうするか、検討していきたいと

いうふうに思います。 

○渋谷佐輔議長 １番、宇津木正紀議員。 

○１番 宇津木正紀議員 ありがとうございます。

ヨークベニマルの後には、庁議と公共施設検討

委員会で検討しながらというふうな答弁があり
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ました。ここに関連しますので、市の施設とい

うか、市の機能が一部移転するとしたら、市長

がおっしゃってるんですが、集客効果というこ

とを考えれば、子育て支援センターはありなの

ではないか、プラスがあるのではないかと思い

ますので、ぜひ私も、その広いスペースで子供

が伸び伸びと遊べるということも期待できると

思いますので、お願いしたいと思います。 

 関連しまして、ヨークベニマルには、集客効

果で考えると高齢者も対象になるんでないかと

いうことで、健康教室とかサロン事業とか、そ

ういうものがあれば非常に集客効果もあるし、

今、大変手狭になってる地域包括支援センター、

あの狭いところに10人もいます。今10人いて、

２人出て２人いらっしゃって、また10人になる

ということで、ぜひ広いところで相談がゆっく

りできるような環境ということを考えたり、あ

と、健康教室やサロン事業をそこで開催すれば

効果があるのではないかということで、非常に

効果があるのではないかというふうに考えます。

子育て支援センターとか健康教室、サロンなん

かを利用された後にスーパーで買い物してもら

えば相乗効果が生まれるというふうに思います

ので、再度市長の考えをお伺いします。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 タウンセンターは、かなり広く

て、１階、２階アバウトで800坪ずつぐらいあ

るんだそうです。総トータルで2,600平米ある

んですね、フロアだけで。ですからとてもとて

も使い切れないということで、宇津木議員がお

っしゃったように、お年寄りの方のさまざまな

やっぱりサロン的なところも含めて活用いただ

けるようなこととか、あとは、例えばギャラリ

ー停車場さんみたいな、ああいったさまざまな

展示、自分のいろんな作品をつくって、ぜひみ

んなで見ていただきたいということで、いろん

な団体から美術館や展示施設をつくってほしい

などとのご要望もいただいてますけども、そう

いった展示施設としても使えるんではないかと。

それでもまだまだ広いということで、やっぱり

宇津木議員おっしゃるように、ちょっとモデル

としては、私ども東京事務所を置いている大田

区の大森というところにダイシン百貨店という

地元資本の百貨店があるんです。これは７階建

てぐらいだったと思うんですが、お年寄りであ

ふれてるんですね。お年寄りの社交場みたいに

なっていて、品ぞろえも非常にいいんですが、

やっぱりいろいろな場所でお年寄りが楽しむス

ペースもいっぱいあると。 

 あと、最上階は食堂になっていて、この食堂

が安くておいしいと。私も何か展示の合間にち

ょっと行ってみましたら、米沢牛のメンチカツ

定食とか、玉こん定食とかいろいろ、あと芋煮

定食とかつくってもらったんですね。それに行

きましたら、もうお年寄りと、あと、その家族

で、夫婦とか、あるいはお嫁さんとお年寄りで

あふれてました、並んでて。それを食べ終わっ

たら、今度は下に行ってまた楽しむというふう

なことで、こういうのを一つのモデルとして、

タウンセンターも、これは何といっても所有者

の方のほうからもかなり譲歩していただかなき

ゃいけないと思うんですが、いろんなにぎわい

づくりとして、あるいはこの際、お年寄りとか

小さいお子さんも楽しめる施設として整備でき

るように、ぜひいろんな知恵を皆さんからいた

だきたいと思ってます。以上です。 

○渋谷佐輔議長 １番、宇津木正紀議員。 

○１番 宇津木正紀議員 はい、わかりました。

ぜひそのようにお願いしたいと思います。 

 それと、中心市街地活性化についての項目で、

地域再生計画が上位によって中心市街地活性化

基本計画がそこに含まれると、内包されるとい

うような、そういう意味で私、捉えました。 

 あと、立地適正化計画については、これは都

市機能の再生、コンパクトシティというふうな

意味合いで捉えて、詳しくは、かなり複雑なよ
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うですので、これから私も勉強させていただき

たいと思います。 

 あと、シティプロモーション事業について入

りたいと思います。残り時間もわずかとなりま

したので。 

 ベビーボックスについては、この経過をお聞

きしたところで、あとは、後日、鈴木富美子議

員が詳しく質問すると思いますので、きょうは

時間がないので割愛したいと思います。 

 先ほど市長がおっしゃったとおりに、長井の

水は上質な軟水と位置づけられてるということ

で、赤ちゃんに非常に優しいということで、こ

の軟水というものをどうこれから生かしていく

かという、赤ちゃんに優しいことはわかったと。

あと、もっと泡立ち、泡切れがいいから、もっ

と何か別なものに使っていくような検討もぜひ

していただきたいというふうに思いますが、昨

年12月中旬、東京に行く機会がありまして、赤

羽の大手スーパーで出羽三山の天然水500ccを

消費税込みで64円と安く買ったところです。採

取地は県内の鶴岡市羽黒町ということで、販売

者は大手スーパー、販売しているスーパーと。

大手スーパーが取り扱っているんで安価な価格

で販売できるというふうに思いました。 

 もう一つ、この出羽三山の天然水というのを

ラベルに大きく出羽三山ということで、すごい

宣伝になるということでしたが、もう一つ注目

したのは、このユーモラスな犬の写真を新婚さ

んが結婚式の披露宴で引き物に使っているとい

うことで、この製造者については大手化学メー

カーということで、これは九州、福岡県のうき

は市で製造して、製造者は同じうきは市のうき

は名水株式会社ということで、販売を大手メー

カーが行っていると。このような例から、長井

市の天然水は赤ちゃんの体に優しい軟水として、

まず誕生祝いに特化して商品化するとか、あと、

赤ちゃんがいる方にプレゼントするとか、そう

いうふうなことが考えられると思います。長井

市の天然水を売り込むには、長井市単独での商

品よりも上質な軟水での特徴を生かし、大手ス

ーパーや大手メーカーなどと連携してできない

ものかと思っています。また、すぐにできるこ

ととしては、ラベルの変更があると思います。

上質な軟水であること、その特徴を前面にうた

うことを検討してはいかがでしょうか、市長に

伺います。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 宇津木議員から貴重な提言をい

ただきました。ありがとうございます。 

 長井の水を何とか売り出そうとして、いろい

ろ市場調査等々を行いましたが、残念ながら長

井市の力で水ビジネスに単独で参画するのは難

しいという判断から、現在のボトルドウオータ

ーについては、あくまでも広告用として年間１

万本ぐらい発売してるということで、その製造

のライン用の投資が約5,000万円程度かかると

いうことから、とても採算が合うものではない

ということで、仕方なくて製造のほうは県外の

工場に委託をしているところでございます。こ

の間いろんな企業、メーカーさんも含めて当た

ってまいりました。例えば、これは最近ですが、

大手の飲料メーカーなどにも、担当の課長では

ないんですが、別な課長が当たって、長井の大

変軟水のいい水だから使ってもらえないかとい

うことなんですが、例えば大手のサントリーさ

んとかキリン、アサヒ、ＪＴ、もうほとんどが

自前の水源を確保している状況です。 

 したがって、なかなか難しいということから、

一昨年スタートした小水力発電所ののがわデン

デンというのがあるんですが、あそこは野川土

地改良区さんと県のほうで売電を、東北電力直

じゃなくてパル生協のほうと契約をしたんです。

パル生協のほうと私どももかかわるということ

で、パル生協さんのオリジナルの水として使っ

てくれないかという交渉を進めてるんですが、

なかなか生協さんは生協さんでいろいろな思い
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入れがあって、いわゆるペットボトルは使わな

いということなんですね。それで、瓶というの

もなかなか重くて大変だということで、紙パッ

クだといいと、これは再資源、もう一回簡単に

再活用できると、リサイクルできるということ

だと思うんですが、それで、そちらのほうに今、

土地改良区さんとかいろいろ連携してやってる

のは、長井の米を買ってもらってますので、そ

れを炊く水として、無洗米として長井の水でご

飯をということでやってみようかと。その製造

については市内の食料品メーカー、食品メーカ

ーさんに委託しようかというような試みを今ト

ライしているところでございます。 

 あと、やはり体に非常にいい水ということで

ございますので、赤ちゃんのミルクを調乳する

ための水を売っているメーカーさん、あるいは

大手スーパー、飲料水メーカーなどと、なお連

携を図りながら、普通のそういう水じゃないと、

その超軟水だというのが何かいいイメージがあ

ればいいんですけども、そういったことも含め

て今後模索したいと。あと、場合によっては、

ある程度採算をとるには時間がかかるでしょう

けども、水道事業として特別会計の中で、企業

会計の中でラインの投資も考えて、自前で全部

つくっていくということなども検討するべき時

期に来てるかというふうに思っております。以

上です。 

○渋谷佐輔議長 １番、宇津木正紀議員。 

○１番 宇津木正紀議員 ありがとうございまし

た。 

 中心市街地活性化の項でちょっとまだ、時間

が足りなくて、本町複合施設とか本町テナント

整備事業とか聞きたかったんですが、この次の

質問に回したいと思いますので、これで質問を

終わります。 

 

 

 小関秀一議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位２番、議席番号11番、

小関秀一議員。 

  （11番小関秀一議員登壇） 

○１１番 小関秀一議員 おはようございます。

３月定例会の緑風会を代表して一般質問をさせ

ていただきます。 

 先日は、施政方針が市長から公表されました。

これについて全般的な部分と、多少こまい部分

について触れさせていただきますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 １番目、長井市の平成28年度施政方針につい

て触れさせていただきます。 

 大方の報道によりますと、各県内の市町村に

ついても今年度の予算は大型予算というか、伸

びのある予算が編成されておるというふうに報

道されておりますが、当市の28年度の予算につ

いても、市民福祉の向上などの課題に対応する

それぞれの事業展開が予算化され、提案をされ

ております。特に介護、福祉、子育てなどの社

会保障関係がふえ、また、都市基盤整備、公共

施設整備等の対応など需要が増加する中で、地

方交付税の減少などの歳入の大きな伸びが望め

ないことから、一般会計の当初予算で140億

8,500万円、これは前年に比べまして８億3,100

万円、6.3％の伸びという予算が提案されてお

ります。 

 それぞれ市民生活の重要な施策の展開という

予算でありますが、財政調整基金繰り入れ５億

4,000万円の計上については、財政基盤の弾力

性を弱める不安を禁じ得ません。前年度につい

ても、当初予算で４億2,900万円の繰り入れを

して２年連続の基金取り崩しとなりました。時

代に即応した施策の展開の目的とはいえ、いざ

の蓄えの少なさには、基金残高を財政規模の１

割程度という目標を掲げてこられた市長の方針

には変化が生じたのかどうか、その点について 


